


や慣習等の効力，方式要件などの総則（第２章）に関する規定，第２部が契約の成
立に関する規定（後記５参照），第３部が売主・買主の権利義務に関する規定（後
記６参照），第４部が留保（後記７参照）等の国際公法規定を定めた最終規定とな
っている。 

 
４ 本条約の適用対象及び規律事項 
 (1) 適用対象 
  本条約は，売買契約の当事者の営業所がそれぞれ異なる国に所在する場合にお
いて，①両国がいずれも締約国であるとき（第１条(1)(a)）又は②国際私法の準
則によれば締約国の法の適用が導かれるとき（同条(1)(b)）に適用される。 

   また，国際売買契約であっても，消費者取引，強制執行に基づく売買，有価証
券等の売買，船舶・航空機の売買，電気の売買などには適用されない（第２条）。   
上記の適用要件が満たされる場合でも，当事者は合意により本条約の全部又は

一部の適用を排除することができる（第６条）。 
 (2) 規律事項 

本条約は，①売買契約の成立及び②売主・買主の権利義務関係についてのみ規
律している（第４条参照。契約の有効性，契約が物品の所有権に及ぼす効果等に
ついては規律しない。）。 

 
５ 契約の成立 
契約は，承諾の到達時に成立する（第２３条，第１８条(2)）。 
契約締結の申入れは，それが十分に確定しており，かつ，承諾がある場合には拘

束されるとの申入れをした者の意思が表示されているときは申込みとなる（第１４
条(1)）。申込みは，承諾が発信されるまでは原則として撤回可能とされている（第
１６条(1)）。 
承諾の目的で発せられた意思表示に申込みと異なる条件が付加された場合には，

それは原則として申込みの拒絶であって，反対申込みになるとされるが（第１９条
(1)），当該変更が実質的変更ではないときには有効な承諾となる（第１９条(2)）
とされている。 
 
６ 売主・買主の権利義務 
 (1) 売主・買主の義務 
  ア 売主の義務 
    売主の主要な義務は，①物品引渡義務，②書類交付義務，③所有権移転義務

である（第３０条）。  
まず，引渡義務の内容は，特約のない限り，運送を伴う場合には，売主は最

初の運送人に目的物を引き渡すこととされ（第３１条(a)），運送を伴わない場
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合には，特定物売買では目的物所在地において（同条(b)），種類物売買では売
主の営業所において（同条(c)），物品を買主の処分にゆだねることとされてい
る。 
次に，売主は，契約で定められた数量，品質，種類等に適合した物品を引き

渡す義務を負う（第３５条(1)）。他方で，買主も，検査が可能となった時から
実行可能な限り短い期間のうちに物品を検査し（第３８条(1)），不適合を発見
したときは，合理的期間内に売主にその旨を通知しなければならず（第３９条
(2)），これを怠った場合には，原則として不適合の責任追及をすることができ
なくなる（第３９条(2)。例外については第４４条参照。）。また，売主は，適合
性に関する義務とは別に，第三者の権利又は請求の対象となっていない物品を
引き渡す義務を負う（第４１条～第４３条）。 
なお，適合性の判断基準時は，危険移転時（後記(3)参照）である（第３６条

(1)）。 
イ 買主の義務 

    買主の主要な義務は，①代金支払義務及び②物品の引渡受領義務である（第
５３条）。 

    まず，代金支払義務には，代金支払を可能にするための措置をとり，支払に
必要な手続を遵守することも含まれている（第５４条）。 

    次に，物品の引渡受領義務の内容は，売主による引渡しを可能にするために
必要な行為をすること及び物品を受け取ることである（第６０条）。 

ウ 共通の義務 
    売主は買主が物品の引渡しの受領を遅滞した場合等において，また，買主は

受け取った物品について解除権等を行使しようとする場合等において，それぞ
れ物品保存義務が課されている（第８５条以下）。 

    また，契約違反を主張しようとする売主及び買主は，損害軽減義務を負い（第
７７条），損失を軽減するために状況に応じた合理的な措置をとらなければな
らない。 

 (2) 売主・買主の権利（救済方法） 
   相手方の義務違反に対する救済方法については，第４５条及び第６１条がそれ

ぞれ買主及び売主に与えられる救済方法を列挙している。どの救済方法も，相手
方の過失を要件としていないことに注意を要する（なお，自己の行為の結果相手
方の不履行が生じた場合については第８０条参照。）。 

  ア 共通の救済方法 
    売主及び買主には，①損害賠償請求権及び②契約解除権が認められている

（第４５条，第６１条）。 
    損害賠償については，全部賠償の原則が採られているが（第７４条第１文参

照），予見可能性による制限があり（同条第２文），厳格な要件の下での免責も
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認められている（第７９条）。なお，本条約は人身損害には適用されない（第
５条）。 

    解除については，原状回復に伴うコストを抑えるために，重大な契約違反が
ある場合に限定されている（第４９条(1)(a)，第６４条(1)(a)）。また，売主
の引渡義務違反及び買主の代金支払・引渡受領義務違反については，付加期間
を定めた上での解除も認められている（第４９条(1)(b)，第６４条(1)(b)）。 

    もっとも，解除権行使には一定の期間制限があり（第４９条(2)，第６４条
(2)），買主による解除の場面においては売主が追完権（第４８条）を有してい
ることにも注意を要する。解除の効果については，解除によって当事者は損害
賠償義務を除く義務から解放されるが（第８１条(1)），原状回復義務（同条(2)）
や利息支払・利益返還義務を負う（第８４条）。 

    なお，当事者が代金その他の金銭の支払を怠る場合には，相手方に利息支払
請求権も認められている（第７８条）。 

  イ 売主の救済方法 
    売主は，アに掲げた救済方法に加え，買主による代金不払等の場合に，買主

に対し，代金支払等の履行を請求することができる（第６２条）。 
  ウ 買主の救済方法 
    買主は，アに掲げた救済方法に加え，売主による不引渡しの場合には引渡請

求（第４６条(1)），不適合の場合には代替品引渡請求又は修補請求をすること
ができる（同条(2)，(3)）。もっとも，代替品引渡請求は，解除の場合と同様
に，重大な契約違反の場合に限られている。 

    また，不適合の場合には，代金減額権を行使し，対価調整を図ることもでき
る（第５０条）。 

 (3) 危険の移転 
   売主は，危険の移転後に発生した不適合については原則として責任を負わない

（第３６条(1)）。危険の移転時期については，第６７条から第６９条が規定して
おり，例えば，物品の運送を伴う売買の場合は最初の運送人への物品交付時が危
険の移転時とされる（第６７条(1)）。 

   なお，売主に重大な契約違反がある場合には，危険移転後の滅失・損傷につい
ても，買主は解除権，代替品引渡請求権の行使を妨げられない（第７０条）。 

 (4) 履行期前の救済方法 
履行期前における債権者保護のために，①履行の停止（第７１条），②履行期
前の契約解除（第７２条）などが認められている。 

 
７ 留保 
  本条約においては，第１条(1)(b)を適用しない旨の留保（第９５条），契約方式
自由の規定に関する留保（第９６条，第１２条）などの留保が認められている。 
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